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１ 消防ファクシミリとは？ 

 

  聴覚，音声及び言語の機能に障害のある方（以下「利用者」といいます。）

がファクシミリを用いて消防指令センターに火災，救急事故等の緊急を要す

る通報を行うシステムです。 

  このほか，次のような場合にも使用していただけます。 

 

● お住まいの地域を管轄する消防署（分署）（以下「管轄消防署」といい

ます。）への防火・防災等に関する相談，問合せ，要望等の送信と管轄消

防署からの回答 

 

● 管轄消防署からの利用者への防火・防災等に関する情報の発信 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

消防ファクシミリの流れ 

 

緊急時の流れ 

緊急時以外〔相談等〕の流れ 

必要に応じて実施する事項 
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２ 消防ファクシミリを利用するには？ 

 

  緊急時における迅速かつ確実な出動体制を確保するため，管轄消防署ごと

に利用者の情報を登録させていただいています。 

  また，緊急時に消防隊や救急隊が到着するまでの間，避難や消火，応急手当

などの活動に協力していただける方が御近所におられる場合は，あらかじめ

近隣協力者として登録を依頼しておいてください。 
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３ 消防ファクシミリで緊急通報するには？ 

 

 ⑴ 事前準備 

   登録完了後，緊急通報カード（下図参照。以下「通報カード」といいます。） 

を配布します。通報カードの☆印のついたところに，必要事項を事前に記

載し，何枚かコピーするなどして，筆記具と共にファクシミリの近くにセ

ットしておいてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録番号はお住

まいの行政区の

消防署に御確認

ください。 

自分の名前，住

所，ファクシミリ

番号等を事前に記

入しておいてくだ

さい。 
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 ⑵ 実際に通報するとき 

① 火災，救急，その他の災害が発生したとき，正確かつ迅速に通報する

ため，あらかじめ準備した通報カードの，当てはまるところを〇で囲

み，余裕があれば詳しい状況も書いてください。 

 

通報するとき

に，当てはまる

ところを〇で囲

んでください。 

余裕があれ

ば，書いてく

ださい。 
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② 送信先は，消防指令センターです。通報カードをファクシミリにセッ 

トし，送信してください。 

 

 

 

  

 ● あわてず正確にダイヤルするように心掛けてください。 

 ● 消防指令センターのファクシミリ番号を事前に登録または短縮ダイ 

ヤル設定をしておくと，より早く通報できます。 

 

 ③ 通報カードを消防指令センターが受信したときは，同指令センターから 

『緊急通報受信確認カード』（下図参照。以下「確認カード」といいます。)

を利用者に返信し，消防車，救急車が出動したことをお知らせします。 

 

 

 

 

 

※ 火災のときなど危険が押し迫っている場合，確認カードの返信を待つこ

となく，すぐに避難してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防指令センター 
ファクシミリ番号：２５２—１１９０ 

 数分待っても確認カードの返信がない場合は，消防指令センターへの通報

が正しく行われていない可能性があります。ファクシミリ番号を再度確認す

るなどし，再送信するとともに大きな音の出る物を叩くなど，可能な限り他

の複数の方法で周囲に緊急事態の発生を伝え，助けを求めてください。 

５ 
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４ 消防ファクシミリで防火・防災等に関する相談，問合

せ，要望等をするには？ 

 

● 消防署にファクシミリで相談してください。管轄消防署のファクシミリ番号

は，９ページを確認してください。 

 

● 使用する用紙に指定はありません。日頃お使いのものを御使用ください。相

談内容の他，自分の名前，住所，登録番号，ファクシミリ番号を忘れずに記載

してください。 

  

 ● 防火や防災に関する事項について相談できます。 

  （例）・ 消火器や住宅用火災警報器はどこで買えますか？ 

    ・ たき火が放置されていて火災にならないか心配です。どうしたらい

いですか？ 

     ・ 灯油の保管方法について教えてください。 

     ・ 自分が住んでいる町内の地域の集合場所はどこですか？ 
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５ 消防署からの防火・防災に関する情報を受信するには？ 

 

    管轄消防署から火災予防に関する情報や防火ビラなどを，必要に応じてファクシ

ミリで利用者へ送信します。受信するための手続きは必要ありません。 

       

 

 

〈防火に関する情報提供の例〉 



６ 消防ファクシミリの登録内容を変更又は抹消するには？ 

 

 ⑴ 登録内容に以下の変更が生じる場合 

  〇 京都市外へ転居する場合 

転居後は，消防ファクシミリを利用できなくなります。管轄消防署に

連絡し，消防署員の案内に従い，取消の手続きを行ってください。 

  〇 京都市内へ転居する場合 

 転居後も引き続き消防ファクシミリを利用していただけますが，登録

内容の変更が必要となります。管轄消防署に連絡し，消防署員の案内に従

い，変更の手続きを行ってください。 

〇 住所以外の内容を変更する場合 

 管轄消防署に連絡し，消防署員の案内に従い，変更の手続きを行ってく

ださい。 

 

 ⑵ 消防ファクシミリの利用が不要となった場合 

 管轄消防署に連絡し，消防署員の案内に従い，取消の手続きを行ってくだ

さい。 

 

※ 各行政区の消防署の所在地等は，９ページの関係機関連絡先一覧表で御 

確認ください。 

 

８ 
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 ⑴ 緊急通報用ファクシミリ番号（緊急時専用） 

   

 

   ２５２－１１９０ 
 

 ⑵ 防火や防災に関する相談用 所在地及びファクシミリ番号 

 

消 防 署 所  在  地 ファクシミリ番号 

北 消 防 署 北区大宮西脇台町１７番地の２ ４９２－１９９９ 

上 京 消 防 署 上京区釜座通下立売下る東裏辻町３９８ ４１４－１９９９ 

左 京 消 防 署 左京区田中西大久保町３６ ７２３－１９９９ 

中 京 消 防 署 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町５２１ ８０２－１９９９ 

東 山 消 防 署 東山区清水五丁目１３０－８ ５３１－１９９９ 

山 科 消 防 署 山科区西野今屋敷町２－１０ ５９１－１９９９ 

下 京 消 防 署 下京区五条通高倉西入堺町２７ ３４１－１９９９ 

南 消 防 署 南区西九条菅田町４の１ ６７１－１９９９ 

右 京 消 防 署 右京区太秦蜂岡町３６ ８７２－１９９９ 

西 京 消 防 署 西京区樫原佃１９ ３８１－１９９９ 

伏 見 消 防 署 伏見区竹田七瀬川町９－１ ６４３－１９９９ 

醍醐消防分署 伏見区醍醐大構町２８ ５７２－１９９９ 

 

 ⑶ 保健福祉局障害保健福祉推進室のファクシミリ番号 

利用時間：月曜日～金曜日の午前８時４５分～午後５時３０分 

  ２５１－２９４０ 

 

消防指令センター 
ファクシミリ番号：２５２—１１９０ 

関係機関連絡先一覧 
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 ⑷ 区役所・支所のファクシミリ番号 

   利用時間：月曜日～金曜日の午前８時３０分～午後５時１５分 

 

名  称 ファクシミリ番号 

北 区役所 
障害保健福祉課 ４５１－０６１１ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ４３２－１５９０ 

上京区役所 
障害保健福祉課 ４３２－２０２５ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ４４１－０１８０ 

左京区役所 
障害保健福祉課 ７９１－９６１６ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ７０２－１３１６ 

中京区役所 
障害保健福祉課 ８２２－７１５１ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ８１２－００７２ 

東山区役所 
障害保健福祉課 ５３１－２８６９ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ５３１－２８６９ 

山科区役所 
障害保健福祉課 ５９２－３０５９ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ５０２－１６７７ 

下京区役所 
障害保健福祉課 ３５１－９０２８ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ３５１－８７５２ 

南 区役所 
障害保健福祉課 ６９１－１３９７ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ６８１－１８７０ 

右京区役所 
障害保健福祉課 ８６１－４６７８ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ８６１－９５５９ 

右京区役所 

京北出張所 
保健福祉第一担当 ８５２－１８１４ 

西京区役所 
障害保健福祉課 ３９３－０８６７ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ３９３－０８６７ 

洛西支所 
障害保健福祉課 ３３２－８１８６ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ３３２－８４２０ 

伏見区役所 
障害保健福祉課 ６１１－１１６６ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ６１１－７３３０ 
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深草支所 
障害保健福祉課 ６４１－７３２６ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ６４２－３２４０ 

醍醐支所 
障害保健福祉課 ５７１－２９７３ 

健康長寿推進課（健康長寿推進担当） ５７３－３７８５ 

 

 ⑸ 京都市聴覚言語障害センターのファクシミリ番号 

   利用時間：午前９時～午後９時 

   （ただし，日曜日及び祝日は午後５時まで） 

    ８４１－８３１１ 

 ⑹ 京都府警察ファクシミリ１１０番（聴覚言語障害者用１１０番） 

     ４１５－３１１０ 


